
広報ふじいでら ２０２3年4月号11 ※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

所得割額
賦課のもととなる

所得金額（注2）×所得割率
11.12％

（注1）保険料の年額の限度額は66万円

（注2）前年の総所得金額及び山林所得金額並びに

他の所得と区分して計算される所得の金額の

合計額から基礎控除額43万円（本人の前年の

合計所得金額が2,400万円以下の場合）を控除

した額（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

※基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定

める金額

年間の保険料（注1）

被保険者均等割額
被保険者1人当たり
54,461円

＝

＋

所得の判定区分
（同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額）

軽減割合

軽減後の
均等割額（年額）

【基礎控除額（43万円）+10万円×〔給与所得者等（注3）の数－1〕】
を超えないとき

7割
16,338円

【基礎控除額（43万円）+29万円×（被保険者数）+10万円×〔給与
所得者等（注3）の数－1〕】を超えないとき

5割
27,230円

【基礎控除額（43万円）+53万5,000円×（被保険者数）+10万
円×〔給与所得者等（注3）の数－1〕】を超えないとき

2割
43,568円

＜保険料の軽減について＞

（注3）次のいずれかの条件を満たす方

・給与等の収入金額が55万円を超える方

・65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を

超える方

・65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円

を超える方

※総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の

特別控除の税法上の規定は適用されません。

※年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳

以上の方は、公的年金等にかかる所得金額か

ら15万円が控除されます。

※世帯主が被保険者でない場合でも、その所得

は軽減判定の対象です。

※基礎控除額等の数値は、今後の税法改正等に

よって変動することがあります。

■健康診査・歯科健診　【年度中に1回、無料で受診可】
4月下旬から5月上旬に（4月以降に75歳となる方には
誕生月の翌月）、健康診査の受診券と、「歯科健康診査の
お知らせ」を個別に郵送します。5月1日（月）からは、市が
実施する「住民健康診査（無料）」を同時に受診することが
できます。
受診方法　感染症拡大防止の観点から、必ず、事前に医
療機関へ実施状況を含めてお問い合わせの上、被保険
者証と受診券（健康診査のみ）をお持ちください。

※次の方は対象外です。
・病院又は診療所に6か月以上継続して入院中の方
・特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人ホ
ーム、障害者支援施設などの施設に入所（入居）してい
る方

■人間ドック
　年度中の受診に対し、2万6,000円を限度に1回のみ、
費用の一部を助成します。

申請に必要なもの　領収書（原本）、検査結果通知書一式
（コピーも可）、口座情報の分かるもの、被保険者証
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身
で記入されない場合、申請者の印かんが必要です。

＜保険料率について＞

2．後期高齢者医療制度に加入する前日において、会社の健康保険や共済組合、
船員保険の被扶養者であった方は、当面の間、所得割額は課されず、資格取
得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額の5割が軽減されます。

　※国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は対象外です。

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

申込・問合先
■大阪府後期高齢者医療広域連合
・保険料について（資格管理課）☎06・4790・2028
・健康診査、人間ドックについて（給付課）
　☎06・4790・2031
■保険年金課福祉医療担当（1階②番窓口）		☎939・1186

　令和5年度の保険料の算定方法（大阪府）

1．均等割額の軽減
　世帯の所得に応じて保険料の均等割額（54,461円）が軽減されます。
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く
ら
し
の
情
報

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

係
る
傷
病
手
当
金

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
で
給
与
な

ど
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
方
が
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し
た
場
合

や
、
感
染
が
疑
わ
れ
る
症
状
が
あ
り
療
養

の
た
め
労
務
に
つ
け
な
い
場
合
に
傷
病
手

当
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
支
給
金
額
は
、

給
与
な
ど
の
額
や
労
務
に
つ
け
な
い
日
数

に
応
じ
て
決
定
し
ま
す
。
支
給
を
受
け
る

場
合
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。

※
本
制
度
の
適
用
期
間
は
5
月
7
日
で
終

了
し
ま
す
。

問
合
先
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
担

当（
1
階
②
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
7
7

令
和
4
年
中
の
所
得
の
申
告
は
お

済
み
で
す
か

国
民
健
康
保
険
料
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
、
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度
額
な

ど
は
前
年
中
の
所
得
を
も
と
に
算
定
さ
れ

ま
す
。
申
告
が
ま
だ
の
方
は
忘
れ
ず
に
行

っ
て
く
だ
さ
い
。
収
入
の
な
い
方
、
遺
族

年
金
や
障
害
年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
る

令
和
５
年
度
国
民
健
康
保
険
料
納
付

通
知
書
は
、
６
月
中
旬
に
世
帯
主
宛

て
に
送
付
し
ま
す
。

問
合
先

【
国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
】

　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
担
当（
1

階
②
番
窓
口
）　
☎
9
3
9・1
1
7
7

【
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者
】

　
保
険
年
金
課
福
祉
医
療
担
当（
1
階
②

番
窓
口
）　
☎
9
3
9
・
1
1
8
6

保
険
・
年
金

【届け出が必要な場合／必要書類など】
職場の健康保険をやめた 健康保険等資格喪失証明書

子どもが産まれた 母子健康手帳・保険証

生活保護を受けなくなった 生活保護廃止日が記載さ
れた生活保護受給証明書

藤井寺市に転入してきた ー

職場の健康保険に加入した 職場の健康保険証・
保険証

死亡したとき 保険証

生活保護を受けた 保険証・生活保護受
給証明書

藤井寺市から転出する

保険証
市内で転居した

世帯主や家族の氏名が変わった

世帯を分離や合併した

修学のため、別に住所を定める 保険証・在学証明書・
転出先の住民票

保険証をなくした ー

国民健康保険の届け出をお忘れなく

春は異動の多い時季です。次のような場合は、
必ず届け出が必要です。世帯主は異動日から14
日以内に届け出をしてください。
届け出には、本人確認ができるもの（マイナン

バーカード、運転免許証など）・世帯主と対象者
のマイナンバーが分かるもの（通知カードなど）
と併せて、次の書類などをお持ちください。

※代理の方が届け出に来るときは、世帯主からの
委任状・代理の方の本人確認ができるものも
併せてお持ちください。

※各種医療証（子ども医療証や重度障害者医療証
など）をお持ちの方は、併せてお持ちください。

問合先　保険年金課国民健康保険担当
　（1階②番窓口）　☎939・1177　

出
産
育
児
一
時
金
の
引
き
上
げ

支
給
額
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
令
和
5
年
3
月
31
日
ま
で
の
ご
出
産
】

出
産
育
児
一
時
金
40
万
8
千
円

※
産
科
医
療
補
償
制
度
利
用
の
場
合
は
、

42
万
円（
掛
金
1
万
2
千
円
を
加
算
）

【
令
和
5
年
4
月
1
日
以
降
の
ご
出
産
】

出
産
育
児
一
時
金
48
万
8
千
円

※
産
科
医
療
補
償
制
度
利
用
の
場
合
は
、

50
万
円（
掛
金
1
万
2
千
円
を
加
算
）

問
合
先
　
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
担

当（
1
階
②
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
7
7

方
も
市
・
府
民
税
の
申
告
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
申
告
が
な
い
場
合
は
、
保
険
料
の

軽
減
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
医
療

費
の
自
己
負
担
限
度
額
の
判
定
が
で
き
な

い
た
め
、
所
得
が
多
い
方
と
同
じ
判
定
に

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

引き続き手洗いなどの励行を
5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法
上の位置づけが２類相当から５類へ変更されます。これ
に伴い、これまでの政策・措置も見直されることとなりま
すが、引き続き、効果的な換気や手洗いなど基本的な
感染症対策の実施、ワクチン接種の検討もお願いします。
問合先　藤井寺市新型コロナウイルス対策本部会議事
務局（危機管理室）　☎939・1190
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土
地
・
家
屋
の
価
格
を
記
載
し
た
縦

覧
帳
簿
の
縦
覧

期
間
　
4
月
3
日（
月
）～
5
月
31
日（
水
）

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

対
象
　
市
内
に
土
地
・
家
屋
を
所
有
す
る

納
税
者

本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す

・
1
枚
で
確
認
で
き
る
も
の
　
写
真
が
添

付
さ
れ
た
官
公
署
の
発
行
す
る
証
明
書

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

・
異
な
る
書
類
2
枚
以
上
で
確
認
で
き
る

も
の
　
健
康
保
険
証
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

ー
ド
、
納
税
通
知
書
な
ど

※
納
税
者
以
外
が
縦
覧
す
る
場
合
は
、
納

税
者
の
委
任
状
が
必
要
で
す（
法
人
名

義
の
物
件
を
縦
覧
す
る
場
合
も
同
様
）。

場
所
、
問
合
先
　
税
務
課
資
産
税
担
当

（
2
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
6
2

大
阪
府
域
地
方
税
徴
収
機
構
へ
の

事
案
引
継
ぎ（
市
税
徴
収
の
促
進
）

　
府
税
及
び
市
町
村
税
の
積
極
的
な
滞
納

整
理
を
行
う
た
め
、
大
阪
府
と
府
内
36
市

町
村
で
設
置
し
た「
大
阪
府
域
地
方
税
徴

収
機
構
」に
次
の
事
案
の
引
継
ぎ
を
行
い
、

滞
納
額
の
縮
減
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
対
象
者
に
は
、
4
月
上
旬
に「
引
継
予

告
書
」を
郵
送
し
ま
す
。

主
な
事
案

•
高
額
の
税
を
滞
納
し
て
い
る

•
納
税
資
力
を
有
す
る
と
見
込
ま
れ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
滞
納
市
税
の
早
期
完
納

が
見
込
め
な
い
　
な
ど

問
合
先
　
税
務
課
納
税
担
当（
2
階
�
番

窓
口
）　
☎
9
3
9
・
1
0
6
6

税

有
料
道
路
の
障
害
者
割
引
制
度
の

内
容
変
更

事
前
登
録
さ
れ
て
い
な
い
自
動
車（
レ
ン

タ
カ
ー
、
福
祉
有
償
運
送
、
タ
ク
シ
ー
、

親
族
や
知
人
な
ど
の
所
有

す
る
自
動
車
な
ど
）も
割

引
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

ご
利
用
前
に
注
意
事
項

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
自
動
車
の
車
両
番
号
な
ど
の
登
録
は
必

須
で
は
な
く
な
り
ま
す
が
、
事
前
に
割

引
制
度
へ
の
登
録
は
必
要
で
す
。

※
既
に
割
引
制
度
に
登
録
し
て
い
る
場

合
、
新
た
な
手
続
き
は
不
要
で
す
。

※
Ｅ
Ｔ
Ｃ
利
用
の
登
録
手
続
き
は
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
活
用
し
た

オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
が
可

能
に
な
り
ま
し
た
。

問
合
先
　
Ｎ
Ｅ
Ｘ
Ｃ
Ｏ

　
西
日
本
お
客
さ
ま
セ
ン
タ
ー

　
☎
0
1
2
0
・
9
2
4
・
8
6
3

４
月
１
日
か
ら

令
和
5
年
度
タ
ク
シ
ー
基
本
料
金
助

成
事
業
の
申
請
受
付
を
開
始

　
申
請
に
よ
り
、
タ
ク
シ
ー
の
初
乗
運
賃

分
の
タ
ク
シ
ー
券
を
月
1
枚
給
付
し
ま
す

（
4
月
申
請
は
12
枚
）。

対
象
　
在
宅
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方

・
下
肢
体
幹
・
視
覚
・
内
部
障
害
の
い
ず

れ
か
の
障
害
を
も
つ
重
度
身
体
障
害
者

・
療
育
手
帳
A
判
定
の
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方

・
特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方

・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方

申
請
に
必
要
な
も
の
　
①
来
庁
者
の
本
人

確
認
書
類
、
②
対
象
者
の
各
種
障
害
者

手
帳
、
特
定
医
療
費（
指
定
難
病
）受
給

者
証
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
受
給

者
証
、
③
代
理
の
方
が
申
請
す
る
場
合

は
委
任
状

申
請
・
問
合
先
　
福
祉
総
務
課
障
害
者
福

祉
担
当（
1
階
⑥
番
窓
口
）　

　
☎
9
3
9
・
1
1
0
6

貯
水
槽
水
道
の
設
置
者
・
管
理
者
へ

　
マ
ン
シ
ョ
ン
・
ビ
ル
な
ど
に
設
置
さ
れ

て
い
る
貯
水
槽
水
道
は
、適
正
に
管
理
し
、

衛
生
的
な
水
を
給
水
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
設
置
者
・
管
理
者
は
次
の
点
に
留

意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
年
1
回
以
上
定
期
的
に
清
掃
し
ま
し
ょ

う
・
亀
裂
や
蓋
の
破
損
な
ど
が
な
い
か
日
常

的
に
点
検
し
ま
し
ょ
う

・
蛇
口
か
ら
の
水
の
色
、
濁
り
、
に
お
い
、

味
な
ど
に
異
常
が
な
い
か
1
週
間
に
1

回
以
上
点
検
し
ま
し
ょ
う

・
異
常
が
あ
っ
た
と
き
は
、
給
水
を
停
止

し
必
要
な
検
査
を
行
い
、
安
全
を
確
認

後
給
水
し
て
く
だ
さ
い

　
ま
た
、
10
㎥
を
超
え
る
貯
水
槽
は
、
水

道
法
に
定
め
る
清
掃
や
点
検
を
行
い
、
検

査
機
関
に
よ
る
定
期
検
査
を
毎
年
１
回
以

上
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

問
合
先
　
環
境
衛
生
課
環
境
・
公
害
・
飼

犬
登
録
担
当（
6
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
0
7
4

環
境
・
安
全

福
祉
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国
民
年
金
保
険
料
の
改
定

令
和
5
年
4
月
分
か
ら
令
和
6
年
3
月

分
ま
で
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額

1
万
6
5
2
0
円
で
す
。
5
月
1
日（
月
）

ま
で
に
納
付
書
で
前
納（
前
払
い
）す
る

と
、
割
引
さ
れ
た
金
額
で
納
付
で
き
ま
す
。

【
1
年
前
納
の
場
合
の
保
険
料
額
】

　
19
万
4
7
2
0
円（
毎
月
納
め
る
場
合

よ
り
3
5
2
0
円
の
割
引
）

【
2
年
前
納
の
場
合
の
保
険
料
額
】

　
38
万
7
1
7
0
円（
毎
月
納
め
る
場
合

よ
り
1
万
4
8
3
0
円
の
割
引
）

※
納
付
書
で
2
年
前
納
す
る
場
合
は
年
金

事
務
所
へ
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す

問
合
先

・
保
険
年
金
課
国
民
年
金
担
当（
1
階
②

番
窓
口
）　
☎
9
3
9
･
1
1
8
1

・
天
王
寺
年
金
事
務
所

　
☎
0
6
･
6
7
7
2
･
7
5
3
1

国
民
年
金
保
険
料
の
学
生
納
付
特

例
制
度

学
生
で
、
本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の

場
合
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が

猶
予
さ
れ
ま
す
。
20
歳
の
誕
生
日
の
前
日

か
ら
申
請
で
き
ま
す
。
毎
年
の
申
請
が
必

要
で
す
。
申
請
時
点
か
ら
2
年
1
か
月
前

ま
で
遡
っ
て
申
請
が
で
き
ま
す
の
で
、
過

去
2
年
間
に
未
納
期
間
が
あ
る
方
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳
、
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
又

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か
る
書
類
の
い

ず
れ
か
1
点

・
学
生
証（
両
面
の
写
し
も
可
）又
は
在
学

証
明
書

・
本
人
確
認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
）

※
令
和
4
年
度
分
を
申
請
し
、
令
和
5
年

2
月
初
旬
ま
で
に
承
認
さ
れ
た
方
で
、

令
和
5
年
度
以
降
も
引
き
続
き
在
学
の

予
定
が
把
握
で
き
て
い
る
方
に
は
、
日

本
年
金
機
構
か
ら
、
は
が
き
形
式
の
申

請
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
届
か
な
い
場

合
は
天
王
寺
年
金
事
務
所（
☎

0
6
･
6
7
7
2
･
7
5
3
1
）に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先
　
保
険
年
金
課
国
民
年
金

担
当（
1
階
②
番
窓
口
）

　
☎	

9
3
9
･
1
1
8
1

4
月
初
旬
に
介
護
保
険
料
仮
算
定

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

65
歳
以
上
の
方
へ
、
令
和
5
年
度
介
護

保
険
料
の
仮
算
定
通
知
書
を
送
付
し
ま

す
。
令
和
4
年
7
月
の
本
算
定
通
知
書
で

お
知
ら
せ
し
た
と
お
り
、
令
和
4
年
度
に

引
き
続
き
特
別
徴
収（
年
金
天
引
き
）の
方

は
、
4
・
6
月
の
保
険
料
額
は
原
則
2
月

と
同
額
に
な
る
た
め
、
仮
算
定
通
知
書
は

送
付
し
ま
せ
ん
。

仮
算
定（
仮
徴
収
期
間
中
の
支
払
分
）

令
和
5
年
度
の
保
険
料
額
は
7
月
に
決

ま
る
た
め
、
4
～
6
月
（
年
金
天
引
き
の

場
合
は
4
・
6
月
）
は
、
令
和
4
年
度
の

保
険
料
額
を
基
に
計
算
し
、
仮
決
定
し
た

保
険
料
額
を
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
算
定（
本
徴
収
期
間
中
の
支
払
分
）

確
定
し
た
令
和
4
年
中
の
所
得
と
令
和

5
年
4
月
1
日
時
点
の
世
帯
状
況
か
ら
計

算
し
7
月
に
決
定
し
ま
す
。
7
月
か
ら
翌

年
3
月（
年
金
天
引
き
の
場
合
は
8
・
10
・

12
・
翌
年
2
月
）
は
、
年
間
保
険
料
額
か

ら
仮
算
定
額
を
差
し
引
い
た
金
額
を
納
め

て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
算
定
通
知
書（
令

和
5
年
度
の
年
間
保
険
料
額
）は
令
和
5

年
7
月
初
旬
に
送
付
予
定
で
す
。

問
合
先
　
高
齢
介
護
課
サ
ー
ビ
ス
担
当

（
1
階
③
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
6
4

い
く
つ
に
な
っ
て
も
い
き
い
き
と

「
え
え
と
こ
ふ
じ
い
で
ら
♪
ガ
イ
ド
」

高
齢
の
方
向
け
に
、
散
歩
場
所
や
休
憩

場
所
、
気
軽
に
参
加
で
き
る
活
動
な
ど
を

地
域
ご
と
に
ま
と
め
た
冊
子
を
つ
く
り
ま

し
た
。
体
力
に
自
信
が
な
く
な
っ
て
き
た
、

身
体
が
少
し
弱
っ
て
き
た

と
い
う
方
に
も
手
に
取
っ

て
ほ
し
い
一
冊
で
す
。

配
布
場
所
・
問
合
先

　
高
齢
介
護
課
総
務
担
当（
１
階
③
番
窓

口
）　
☎
9
3
9
・
1
1
6
4

ご近所の
「ええとこ」を知り、

健康維持に
活用してください！

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

国民年金保険料が
スマホアプリで支払える！

対象のアプリ
　auPAY、d払い、PayB（PayBと提
携している各金融機関が提供する
決済アプリを含む）、PayPay

※アプリをインストールした端末のカ
メラで、納付書に印字されたバー
コードを読み取ると納付できます。

※バーコードが印字さ
れない納付書（30
万円を超える金額
の納付書等）は利用
できません。

問合先　天王寺年金事務所
　☎06 ･ 6772･7531

※アプリの使用方法などは、各決済
事業者にお問い合わせください。

高
齢
介
護
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新
婚
世
帯
の
住
居
費
、
引
越
費
用

の
一
部（
最
大
30
万
円
）を
補
助

主
な
要
件

・
令
和
5
年
3
月
1
日
以
降
に
婚
姻
届
を

提
出
し
、
受
理
さ
れ
た
夫
婦

・
夫
婦
共
に
婚
姻
日
に
お
け
る
年
齢
が
39

歳
以
下

・
夫
婦
の
合
計
所
得
が
4
0
0
万
円
未
満

・
婚
姻
に
伴
い
市
内
に
住
宅
を
取
得
又
は

賃
借
し
て
居
住
し
、
住
民
基
本
台
帳
に

登
録
さ
れ
て
い
る
　

・
夫
婦
の
い
ず
れ
も
が
市
税
を
滞
納
し
て

お
ら
ず
、
公
的
制
度
に
よ
る
家
賃
補
助

な
ど
を
受
け
て
い
な
い
　
な
ど

補
助
対
象
経
費
　
住
宅
取
得
費
用
、
住
宅

賃
借
費
用（
賃
料
・
敷
金
・
礼
金
・
共

益
費
・
仲
介
手
数
料
な
ど
）、
引
越
費
用

※
令
和
5
年
4
月
1
日
以
降
の
支
払
い
が

対
象
で
す
。

申
請
期
間
　
令
和
6
年
3
月
29
日（
金
）ま

で（
先
着
順
で
、
予
算
が
無
く
な
り
次

第
終
了
し
ま
す
）

※
申
請
前
に
必
ず
一
度
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
請
・
問
合
先
　
子
育
て
支
援
課
こ
ど
も

総
務
担
当

　（
2
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
1
6
2

「
2
0
2
3（
令
和
5
）年
国
民
生
活

基
礎
調
査
」に
ご
協
力
く
だ
さ
い
！

6
月
1
日（
木
）か
ら「
国
民
生
活
基
礎

調
査
」を
実
施
し
ま
す
。

対
象
　
令
和
２
年
国
勢
調
査
区
か
ら
層
化

無
作
為
抽
出
さ
れ
た
地
区
の
世
帯

調
査
対
象
世
帯
に
は
、４
月
中
旬
か
ら
、

大
阪
府
知
事
に
任
命
さ
れ
た
調
査
員
が

「
調
査
員
証
」を
携
帯
し
て
訪
問
し
ま
す
。

調
査
へ
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。
詳
細
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合
先
　
藤
井
寺
保
健
所

企
画
調
整
課

　
☎
9
5
5
・
4
1
8
1

　
FAX
9
3
9
・
6
4
7
9

生
産
緑
地
地
区
の
追
加
指
定

　
希
望
す
る
方
は
申
請
前
に
必
ず
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

事
前
相
談
・
申
請
日
時
　

　
4
月
3
日（
月
）～
5
月
31
日（
水
）

　
9
時
～
17
時
30
分

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

面
積
要
件
　
3
0
0
㎡
以
上

※
平
成
31
年
4
月
1
日
か
ら
面
積
要
件
を

変
更
し
ま
し
た
。

問
合
先
　
都
市
計
画
課
都
市
計
画
担
当

（
4
階
�
番
窓
口
）

　
☎
9
3
9
・
1
2
1
4

令
和
5
年
度

藤
井
寺
青
少
年
育
成
し
ゅ
ら
基
金

　
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
芸
術
な
ど
の
社
会

教
育
活
動
を
行
う
市
内
の
青
少
年
の
団
体

及
び
そ
の
指
導
者
に
活
動
資
金
を
助
成

し
、
社
会
教
育
活
動
の
振
興
を
図
り
ま
す

（
営
利
を
目
的
と
す
る
活
動
は
対
象
外
）。

受
付
期
間
　
4
月
14
日（
金
）～
5
月
19
日

（
金
）　
※
当
日
消
印
有
効

各
種
情
報

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付
臨
時
窓
口

日
時
　
4
月
15
日（
土
）・
30
日（
日
）

　
　
　
9
時
～
12
時

場
所
　
市
役
所
1
階
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合

窓
口

交
付
に
必
要
な
も
の
　
交
付
通
知
書（
ハ

ガ
キ
）、
通
知
カ
ー
ド（
紛
失
し
た
方
は

交
付
時
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
）、
住

民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
の

み
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
交
換
）、

本
人
確
認
書
類

※
原
則
、
交
付
申
請
者
ご
本
人
が
来
庁
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
L
I
N
E
予
約
で
交
付

時
の
待
ち
時
間
ゼ
ロ
！

　
予
約
が
な
い
場
合
は
、

お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
合
先
　
市
民
課
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
担
当

（
1
階
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
窓
口
）

　
☎
9
3
9・1
1
1
1（
内
線
1
2
2
0
）

申
請
方
法
　
所
定
の
申
請
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
郵
送
で
。

申
請
書
配
布
場
所
　
市

役
所
1
階
情
報
交
流

ひ
ろ
ば「
ふ
ら
っ
と
」、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

選
考
結
果
　
7
月
下
旬
に
通
知

提
出
・
問
合
先
　
〒
1
0
5
ー
8
5
7
4

　
東
京
都
港
区
芝
3
ー
33
ー
1

三
井
住
友
信
託
銀
行
個
人
資
産
受
託

業
務
部
公
益
信
託
グ
ル
ー
プ
藤
井
寺

青
少
年
育
成
し
ゅ
ら
基
金
申
請
口

　
☎
0
3
・
5
2
3
2
・
8
9
1
0

　（
月
～
金
曜
日
　
9
時
～
17
時
）

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

大
阪
府
に
よ
る
子
育
て
世
帯
に
対

す
る
食
費
支
援
事
業
が
始
ま
り
ま

し
た
！

大
阪
府
が
府
内
の
子
育
て
世
帯
を
対
象

に
、
食
費
支
援
を
行
い
ま
す
。
詳
し
く
は

特
設
サ
イ
ト
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

対
象
　①
18
歳
以
下
の
子
ど
も

　
　
　②
妊
娠
し
て
い
る
方

申
請
受
付
　6
月
30
日（
金
）ま
で

問
合
先
　大
阪
府
子
ど
も
食
費
支
援
事
業

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

　☎
0
1
2
0
・
4
7
9
・
2
0
8

　月
～
金
曜
日
9
時
～

18
時（
土
・
日
曜
日
、

祝
日
除
く
）
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持ち物　狂犬病予防集合注射実施案内
　※既に飼犬登録している方に郵送します。
費用　集合予防注射料金　3,300円（予防注射料金2,750
円、注射済票交付手数料550円）

注意事項
・飼い犬が食欲不振・体調不良の場合は、集合注射の会
場で獣医師に申し出てください。

・犬を正しく制御できる方が集合注射の会場に連れてきて
ください。
・どの会場でも予防注射を接種できます。支所の駐車場
はご利用いただけません。

・小雨決行。大雨や獣医師の都合（急患など）により、中止
する場合があります。中止の場合、延期はありません。

【以下の場合は、動物病院で予防注射を受けてください】
・集合注射実施期間中に予防注射を受けられない
・この期間以降に犬を飼いはじめた
※市外の動物病院で予防注射を受けた場合は、環境衛生
課で注射済票の交付手続きが必要になります。注射済票
の交付は環境衛生課で随時受け付けています。

狂犬病予防集合注射日程のご案内

時間　いずれも 14時～15時
実施日 場所 住所

4/17（月） アイセル	シュラ	ホール 藤井寺3－1－20

4/18（火） 市民総合体育館 大井1－2－20

4/19（水） 市役所支所 沢田3－6－36

4/20（木）
市役所正面玄関前 岡1－1－1

4/21（金）

○犬を飼っている方へ
・リードを付けて散歩させましょう。フンは放置せずに責任
を持って必ず持ち帰りましょう。ペットボトルなどを持ち
歩き、尿は水で流しましょう。

・飼い犬の登録や狂犬病の予防注射は、法律で義務付け
られています。
・登録している住所・飼い主などの変更の場合や犬が死亡
した場合は、必ず環境衛生課までご連絡をお願いします。

○猫を飼っている方へ
室内で飼いましょう　猫はなわばりを作って生活する生き物
です。家の中をなわばりと決めると、外に出たいという欲
求は弱まります。外に出ないことで、事故に遭う危険性が
減り、他人の敷地でフン尿をすることもなくなります。

猫に不妊手術をしましょう　不妊手術を施すと、メスは子宮
蓄
ちくのう
膿症などの病気にかからない、オスは尿の臭いが減る、

猫同士のけんかで病気に感染する可能性を予防できま
す。費用などは、動物病院へお問い合わせください。

問合先　環境衛生課環境・公害・飼犬登録担当（6階�番窓口）　☎939・1074

ペットは正しく飼いましょう

※新型コロナウイルス感染症の影響で、掲載の内容が変更となる場合があります。その際は、市ホームページなどでお知らせします。

生後91日以上の犬を飼っている場合は 毎年の狂犬病予防注射が必要です

集団接種会場でも、市への飼犬登録手続きは可能です。
【ご注意ください】新たに購入する犬へのマイクロチップ装着
の法制化や、令和５年４月１日に飼犬登録のワンストップサ
ービス制度が開始になったことに伴い、購入した犬のマイ
クロチップの装着状況、チップ内の所有者情報の変更時期
などによって、新規の飼犬登録手続きや必要書類などが異
なります。

●マイクロチップ装着済みの犬を迎え入れ、令和5年3月31
日以前にチップの所有者情報の登録（変更）を行った場合

【必要な手続き】　市への新規の飼犬登録手続き（登録手数料
3,000円）又は登録事項変更手続き

【必要なもの】　　購入先の所在地がわかる書類、チップの所
有者情報登録（変更）時に発行される証明書（メール画面で
も可）

●マイクロチップ装着済みの犬を迎え入れ、令和5年4月1日
以降にチップの所有者情報の登録（変更）を行った場合

【必要な手続き】　手続は不要
※生後91日を過ぎると自動的に市に登録されます。
【必要なもの】　チップの所有者情報変更時に発行される証明
書（メール画面でも可）

※チップの所有者情報が現在の飼主本人になっているか、必
ず確認しておいてください。

●マイクロチップ未装着の犬を新たに迎え入れた場合（個人や
愛護団体からの譲渡）

【必要な手続き】　市への新規の飼犬登録手続き（登録手数料
3,000円）

※登録時に犬の鑑札をお渡しします。注射と同時に手続きが
できます。

集合注射を受けるには市への飼犬登録が必要です
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